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８月９日、三春通所介護事業所で

は夏祭りを開催しました。

盆踊りや流しそうめんに水風船釣

り・輪投げなどのゲームをみんなで

楽しみました。

ボランティアで協力していただい

た田村高校JRC部

の皆さんの華麗な

よさこいには利用

者様も職員もたく

さん元気をもらい

ました。
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１．基本方針
近年の社会環境は、他地域と同様に少子高齢化の進
展や家族形態の多様化、コミュニティ機能の低下などが
むなかで、公的制度だけでは解決できない様々な福祉
課題が発生しています。
こうした状況の中、本協議会では、高齢者、障がい者、
児童等、地域で生活する町民一人ひとりを支え、住み慣
れた場所で支え合い、安心して暮らせる福祉のまちづく
りの実現を目指すため、様々な事業を町民の方々のご
協力をいただきながら推進し、地域の福祉を高めて参り
ます。
また、在宅福祉分野にあっては、主に介護保険制度に
おける指定事業所として訪問介護事業、通所介護事業、
そして居宅介護支援事業等を実施しているところですが、
いずれの事業においても利用者個々の意向をできるだ
け沿う形で運営を心がけ、町民から信頼されるサービス
の展開を図って参りたいと考えています。そのため、利
用者の細かなニーズにより対応できるよう職員の資質向
上を図るとともに、サービスの質を確保することで安定的
な経営にも努めて参ります。
本協議会は、こうした様々な事業を積極的に行うことに
より、誰もが住み慣れた地域や家族、友人、地域住民と
ともに、心豊かに健康で生き生きとした生活ができる地
域社会の構築に向けて努力いたします。

２．地域福祉を推進するために

①組織・財政及び活動基盤の強化

◇理事会、評議員会、監事会、正副会長会議の開催

◇評議員選任・解任委員会の開催

◇中期経営計画の策定

◇会員拡充運動の推進

◇財務・人事・労務管理・法務等の適切な管理

◇経営基盤の確立のため福祉基金を充実

◇財務状況及び活動状況の公開

◇職員の研修・能力開発の充実

②一人ひとりが福祉への理解を深めるために

◇社協だより、町広報等による福祉啓蒙活動等広報

活動

◇ホームページでの情報提供の推進
◇福祉用具の貸し出し

◇小・中・高等学校の福祉教育学習の推進

③身近な地域における福祉活動を推進するために

◇各まちづくり協会福祉部会との連携
◇地域福祉活動計画の作成
◇要援護者、ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯
等の実態把握

◇地域歳末たすけあい募金配分金事業の実施
◇地域活動事業費等の助成

◇「生活支援サービス事業・おたがいさま」事業

◇「ふれあい収集（ゴミ個別収集）」事業

◇ひとり暮らし高齢者交流会の開催
◇ひとり暮らし高齢者お元気コール（毎週土曜日）

◇高齢者福祉、児童福祉、障がい者（児）福祉、母子

父子福祉活動の支援
◇子育て支援活動への協力

④さまざまなボランテイア活動・町民活動を推進

◇ボランテイアセンターの運営並びにボランティア

コーディネートの充実

◇ボランティアニュースの発行

◇体験学習・ボランティア推進体制整備事業の実施

⑤誰もが安心して生活できるために

◇地域福祉権利擁護事業の趣旨普及

◇成年後見制度事業の推進

◇あんしんサポート（日常生活自立支援事業）の推進

◇心配ごと相談所の運営（毎週火曜日）

◇総合生活相談窓口の設置

◇生活援助資金・生活福祉資金、総合支援資金の活用

⑥多様な団体・機関等との連携・協働

◇各種募金運動（赤い羽根共同募金、歳末たすけあ
い募金、日赤社員増強運動）の推進

◇民生児童委員協議会の活動支援及び連携

◇実習生受入の協力
◇各団体の事務局

三春町共同募金委員会、日赤三春町分区事務局
三春町民生児童委員協議会事務局
三春町老人クラブ連合会事務局

⑦応急仮設住宅等支援事業
◇生活支援相談員配置事業により、応急仮設住宅や
借り上げ住宅、災害公営住宅に居住する避難者の
見守り支援

◇三春町内における応急仮設住宅支援等に関する
市町村社協連絡会の開催

３．町からの受託経営事業
①地域包括支援センター事業

（三春町いきいき支援センター）

②基幹相談支援センター事業
③介護予防事業・にこにこ元気塾
④自立支援デイサービス事業
（介護予防のためのデイサービス）

⑤緊急通報システム管理運営

⑥高齢者住宅管理及び生活援助

⑦福祉会館・沢石地区福祉館の管理経営

⑧高齢者等宅配給食サービス事業

４．介護保険事業
①居宅介護支援事業

（三春町介護支援事業所）

②訪問介護事業

（三春町訪問介護事業所）

③通所介護事業

（三春町通所介護事業所・沢石通所介護事業所）

５．障害者総合支援事業

①居宅介護事業

（三春町居宅介護事業所）

平成２９年度事業計画及び予算

三春町社会福祉協議会

会員拡充運動よろしくお願いします！

社会福祉法人三春町社会福祉協議会の会員拡充運動を９月に実施します。

なお、皆さまから寄せられた会費は、

① 子ども達の安全を守るために民生児童委員さんや各機関の方々にご協力をいただき、

池や防火用水等に危険防止標識を設置
② 母子・父子世帯に小中学校入学・中学校卒業の祝品（図書カード）を贈呈
③ 各地区で開催する敬老会へ祝い金を助成
④ 民生児童委員協議会との共催により「ひとり暮らし高齢者交流会」を開催
⑤ ひとり暮らし高齢者や障がい者世帯へのふれあいゴミ収集（ゴミの個別収集）の実施

などの福祉活動へ充てさせていただきます。

誰もが安心して暮らすことのできる福祉の町にするために皆様の深いご理解と

ご協力をお願い致します。

平成２９年度資金収支予算
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日）

予算額 割合

会費収入 2,585,000 0.8%

寄付金収入 300,000 0.1%

経常経費補助金収入 15,656,000 4.6%

受託金収入 65,859,000 19.4%

事業収入 14,756,000 4.4%

貸付事業収入 0 0.0%

介護保険事業収入 206,930,000 61.0%

障がい福祉サービス事業収入 7,010,000 2.1%

その他の収入 488,000 0.1%

受取利息配当金収入 149,000 0.0%

施設整備等収入 0 0.0%

長期貸付金回収収入 300,000 0.1%

積立資産取崩収入 15,000,000 4.4%

拠点区分間繰入金支出 9,565,000 2.8%

サービス区分間繰入金収入 396,000 0.1%

338,994,000

収

入

勘定科目

 収入合計

(単位：円）

予算額 割合

人件費支出 221,496,000 65.6%

事業費支出 40,877,000 12.1%

事務費支出 58,502,000 17.3%

貸付事業支出 0 0.0%

助成金支出 4,300,000 1.3%

負担金支出 0 0.0%

その他の支出 0 0.0%

固定資金取得支出 1,000,000 0.3%

長期貸付金支出 300,000 0.1%

積立資産支出 371,000 0.1%

拠点区分間繰入金支出 9,565,000 2.8%

サービス区分間繰入金支出 396,000 0.1%

予備費支出 1,000,000 0.3%

337,807,000 支出合計

出

支

勘定科目



お城山のふもと三春町福祉会館２階

〔 ６ 〕

『頑張る自分』

を応援します‼

三春町通所介護事業所では、送迎・健康チェック後、入浴と機能訓練、食事、さま
ざまなレクリエーション、口腔指導などのサービスをご利用いただけます。

閉じこもりがちな方が外出し、家族以外の方との交流をする場として、楽しく過ご
すことができます。また、サービスを利用することにより、介護者の介護軽減にもつ
ながります。

対象者

介護保険法に基づき、要介護認定及び要支援認定を受けた方、又は三春町包括支援センターにより

実施される基本チェックリストにて該当者となった方を対象としています。

サービス内容

入浴、食事、排泄など、本人の有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来
るよう支援することを目的にサービスを提供します。

■ 送 迎 リフト付き車両等での送迎を行います。

■ 入 浴 状態に合わせて特殊浴や一般浴での入浴を行います。

■ 昼 食 福祉会館レストランで調理したあたたかい食事の提供をします。

希望により麺類も可能です。

■ 口腔指導 状態に合わせた歯磨きのアドバイス、歯科衛生士による口腔状態や

歯磨きのチェックを行います。

■ 機能訓練 専門職が状態に合わせた計画を立案し、個別運動や集団体操などを行います。

三春町通所介護事業所へのお問合せは 電話 ： ０２４７－６２－８５８６ 直通 ： ０８０－５２２１－５７１４

緊急時
万が一に対応します。

「緊急通報システム」の装置を設置していただくと、２４時間福祉会館に通報ができます。

福祉会館から協力員さんにも連絡をします。相談などの通報もできます。

【利用できる方】

・おおむね６５歳以上のひとり暮らしの

高齢者

・一人暮らしの重度障がい者

【利用料金】
システム設置、取り外しに関わる経費
や利用料金は無料。
※所得に応じて費用負担金がかかる場
合があります。通話料は自己負担となります。

【ご利用方法】

まずは三春町福祉会館（62-8586）

にご連絡ください。ご訪問または、

福祉会館で申込書のご記入をして

いただきます。

※申し込みに際し、２名以上の協

力員の承諾が必要です。

※利用者様の☎契約機本体が必要となります。

※動体センサーは希望により設置いたします。

【設置する装置】
緊急通報システム本体

ペンダント通報装置

動体センサー



沢石通所介護事業所は、地域密着型通所介護

として住み慣れた地域で笑顔で楽しく生活が出

来るようにお手伝いしています。毎日の運動や

レクリエーション活動を中心に、季節の行事や

地域の方々との交流など楽しく活動しています。

施設見学やボランティア活動を随時受付中！

お気軽にお立ちよりください。

庭に植えたカボチャとトマトに肥しをあげまし

た。収穫出来たら、おやつで食べるのを楽しみ

に育てています！

沢石福祉館では菖蒲湯など、昔ながらの季節行

事を１年を通して行っており、春には運動を兼

ねて沢石グランドへ行きお花見会を行いました。

お茶にお饅頭を食べながら歌ったりと楽しく過

ごしました。

自然豊かな沢石福祉館

営業日：月曜日～金曜日

お問合せはこちらまで☎６２－８８８０

〔 ７ 〕

【介護保険事業・障害者総合支援事業】

ご自宅へ訪問し安心して生活が送れるよう、ご本人さま・ご家族さまの思いに添った

サービスを心がけ、各関係機関との連携を活かしながら業務を行っています。

●営業時間・・・・・・・年中無休

●サービス提供時間帯・・午前７時～午後９時まで

●受付時間・・・・・・・月～金曜日

午前８時３０分～午後５時３０分

●サービス実施地区・・・三春町内

♢♦サービス内容♦♢
【生活援助】

掃除、整理整頓、

洗濯、買い物、

調理

【身体介護】

オムツ交換、排泄介助、

身体の清拭、入浴介助、

食事の介助



曜日

月

木

会場 開催日

岩江防災コミュニティセンター

要田交流館大平荘

中妻地区公民館
祝祭日 及び 年末年始
（１２月２８日から１
月３日） を除く、毎
週 （月４回） 開催し
ています。

三春町保健センター

八島台集会所

火

水

金

沢石会館
駅前集会所
中郷地区交流館

沢　石
御木沢
中　郷

地区

岩　江

要　田

中　妻

三　春

〔 ８ 〕

地域支援事業（町受託事業）

地域の高齢者のさまざまな相談に対し、

関係機関と連携し、社会資源を活用し

ながら支援を行います。

「包括」はこんな取り組みを通して皆さんを支えます

介護予防のお話などを地域で行います。

介護認定「支援１・２」の方に予防プ

ランを作成します。

虐待防止・成年後見制度の活用・消費

者被害の予防などを通して、高齢者の

皆さんの権利を守ります。

より暮らしやすい地域になるよう、関

係機関や住民の皆さんとのネットワー

クづくりを進めます。

「 介護予防 」 ということばをご存じですか？介護予防とは、介護が必要な状態にならないように、
心身の機能の低下を防ぐ取り組みです。「 自分はまだ元気だから介護予防なんて必要ない 」 と思っ
ていないでしょうか。生活習慣病などの病気の予防と同じく、介護予防も元気なうちから取り組んで
いく必要があります。
「 にこにこ元気塾 」は、体と心の健康づくりや毎月「 専門の講師 」による運動、栄養、口腔の指導
など、各種活動を通して自分らしい心豊かな生活を、お仲間と一緒に楽しむところです。随時参加者
を募集いたしております。

□ 対 象 者 ： 三春町在住の６５歳以上の方で、介護認定を受けていない方です。
□ 開 催 日 ： 各地区毎週１回開催し、１年を通して実施します。
□ 場 所 ： 開催日一覧をご確認ください。
□ 参 加 費 ： 参加費は無料です。ご希望により４００円で昼食をご用意いたします。
□ そ の 他 ： 三春町社会福祉協議会の職員がサポートし、必要に応じて送迎も行います。

にこにこ元気塾へのお問合せは ☎ ６２－３９５０ または、６２－８５８６まで

【 開催日一覧 】

※当事業所では、随時見学 ・ 体験利用を受け付けしております。

住み慣れたこの場所で、今日も元気に過ごしたい！

さらに楽しく自分らしく、その一歩をはじめましょう！

 

高齢者の皆さんを総合的に支援する地域の相談窓口です。どんな事でもまずは、「包括」にお電話ください。

主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師などが対応いたします。個人の秘密は厳守します。 

☎ 62 - 8586



〔 ９ 〕

三春町介護支援事業所は「要介護と認定され、介護サービスを利用される方に対し、

ご利用者とご家族の要望を尊重し、心身の状態やご家庭の状況を考慮して、適切な

サービスが利用できるよう支援する」事業所です。

ご相談や介護サービス計画作成等には費用のご負担は

ありませんので、いつでもお気軽にご相談下さい。

ご利用者ができる限り自宅で自

立した生活を送ることができる

よう、介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）が、ご利用者と在宅

サービスや施設サービスとのパ

イプ役となり、連絡・調整や、

介護に関するさまざまな相談に

応じます。

○ 総合相談の窓口です

・障がい福祉サービスのこと、生活やお金の悩みなど専門の相談員がお聞きします。
・相談内容に応じて必要な情報提供や各種支援機関の紹介を行います。

○ 地域生活を支援します

・障がいのある方が地域で生活するために必要な情報を提供いたします。また、地域で安
心して生活していくために必要な体制作りに取り組みます。

○ 障がいのある方の権利を守ります

・成年後見制度をはじめとする障がいのある方の権利を守るための制度利用や、権利侵害
に関する相談に応じます。

また、虐待の早期発見、消費者被害の防止などに対応します。

障がいに関して困ったこと、悩んだこと、不安なことなどが
あれば気軽にご相談ください。

ケアマネージャーの機能について

利用者

保護者（市町村）

地
域

事
業
者

ケアマネー

ジャー

適切な給付
●相談支援

●アセスメント

●ケアプラン

適正な給付
●給付管理

ネットワーク

づくり等

サービス

調整

障がいの種別、手帳の有無に関わらず、障がいのある方やその
ご家族の障がいに関する悩みや困りごとの相談をお受けします。
相談者のお話をお聞きし、どの支援が必要であるか一緒に考えて
いく機関です。



「ボランティア活動保険」について

【基本タイプ】

Aプラン…３５０円

Bプラン…５１０円

ボランティアしていだける方

★随時受付中★

三春町内の高齢者施設でのお手伝い、

利用者の方との交流、趣味、特技を活

かしての活動や、お祭り・イベント等

でのお手伝いを募集しています。ご希

望の方、ご希望団体の方は

福祉会館までご来館ください。

※その他にもプラン

があります。お申込

みは福祉会館まで。

各プランは毎年４月

更新となります。

三春町福祉会館では、６５歳以上の高齢

者や障害者世帯でお食事にお困りの方に

対して、栄養バランスが取れた食事をお

届けするサービスを行っています。宅配

と合わせて「声かけ安否の確認」もさせ

ていただきます。ぜひご利用ください。

●三春町福祉会館レストランでその日に 調理した

お弁当です。

●専属の栄養士さんや調理師さんが心をこめた

栄養バランスがよく、旬の彩を添えたおいしい

お弁当を提供。

●お体の状況にあわせて、きざみ食や、おかゆ食などを選ぶことができます。

●アレルギーや糖尿病などでカロリーの食事制限のある方にも対応いたします。

■ご利用対象の方は、

三春町在住の６５歳以上の高齢者で、ひとり暮

らしの方や、高齢者のみの世帯、また日中高齢

者のみとなる世帯、障がいのある方で、ひとり

暮らしの方や、日中障がい者のみとなる世帯

■ご利用方法は、

①三春町福祉会館にお電話等で、宅配給食のご

希望をお申し付けください。

②ご訪問または、福祉会館で「申込書」のご記

入をしていただきます。

③かかりつけのお医者さんからの食事制限があ

れば、お申し出ください。

④希望メニューがあれば、お申し付けください。

⑤利用希望曜日と利用開始日をお申し付けいた

だき、週１日からご利用できます。

お問い合わせ：０２４７－６２－８５８６

■宅配給食サービス価格

１食当たり ４００円（税込）

ボランティア活動保険は活動中の事故によるボ

ランティア自身のケガや、物を壊してしまった

などの賠償事故を補償できる保険です。

〔 １０ 〕

ボランティアセンターでは、「ボランティア活動を

してみたい」「ボランティア活動の情報がほしい」

などボランティア活動についての相談や活動先のご

紹介をしています。他にもボランティア活動中に起

こった事故やケガを補償するボランティア活動保険

の加入手続きも行っています。ボランティアに興味

のある方、これから活動を始めたい方、すでに活動

されている方も情報交換の場として、お気軽にご連

絡、ご相談下さい。

今年度もたくさんのボランティア
の方々にご協力いただきました。
ご協力ありがとうございます！



.

〔 １１ 〕

掲 示 板

■開所日 毎週火曜日
午前９時～午後１２時

■場 所 三春町福祉会館相談室
■相談料 無料

※予約不要。秘密は厳守します。

「おたがいさま」協力会員募集

現在、協力員さんを大募集です。興

味のある方、話を聞いてみたい方は

ぜひご連絡下さい。

〇利用会員

日常生活で何らかの援助を必要と

する６５歳以上の方

〇協力会員

地域福祉活動に興味を持ち、ボラ

ンティア精神でご協力いただける方

「おたがいさま」とは？

地域の皆さんに担い手と

なっていただく、「支えあい

活動」です。

地域の中で手助けしてほ

しい（利用会員）方と協力

したい（協力会員）という

方をおつなぎする有償ボ

ランティアサービスです。

【ご利用可能な方】
認知症・知的障がい・精神障がいなどに

より、日常生活上の判断に不安のある方。

※認知症の診断の有無、障がい者手帳の

有無は問いません。

※施設や病院に入所、入院している方も

ご利用できます。

【支援の内容】
・福祉サービスの利用援助

・日常的金銭管理サービス

（利用者に代わってお金の出し入れを支援）

・大切な書類等の預かり・保管サービス

※くわしくは ☎６２－８５８６ まで

お問合せください。

～くらしの安心をお手伝いします～

【日常生活自立支援事業】

♢♦♢心配ごと相談所♢♦♢

各種

お問い合わせは

６２ー８５８６
三春町福祉会館まで

お気軽にお問合せ

下さい！

民生委員よる心配ごと相談所を開設しています。

一人で悩まずに、まずご相談ください。



.

〔 １２ 〕

日赤社員増強運動ご協力ありがとうございました！
日本赤十字社の様々な活動は、社員の皆さまからの社費と一般の方からの

寄付金によって支えられております。５月を運動月間として行われた日赤社

員増強運動では、町民の皆様からたくさんのご協力をいただきありがとうご

ざいました。

2,209,500円

低所得世帯・障がい者世帯及び高齢者世帯に対し、経済的自立と生活の安定を目指し、民生委
員・児童委員と社会福祉協議会が支援を行いながら、資金目的に沿って必要な資金をお貸しする制
度です。

【 ご利用になれる世帯 】 低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯

【 資金の種類 】 ① 総合支援資金 ②－１ 福祉資金福祉費 ②－２ 福祉資金緊急小口資金
③ 教育支援資金 ④－１ 不動産担保型生活資金
④－２ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

【 連帯保証人 】 原則として、福島県内に居住する方１名が必要です。
ただし、連帯保証人を立てられない場合でも利用できますが、有利子での貸付
となります。

【 貸付利子 】 連帯保証人を立てる場合は無利子。 連帯保証人を立てない場合は年1.5％
※教育支援資金及び緊急小口資金は無利子

【 償還方法 】 預金口座からの自動引落しとなります。

【 申し込み方法 】 お住まいの地区の担当民生委員及び三春町社会福祉協議会まで

福島県社会福祉協議会生活福祉資金の貸付

お 知 ら せ

１．募集職種 社会福祉士、介護支援専門員、介護職員

２．資 格 社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、ホームヘルパー２級以上、
要普通免許

３．勤務条件 勤務日は原則として月～土曜日（週４０時間）

勤務時間は８時３０分から午後５時３０分です。

４．給与・待遇 本協議会の規定によります。社会保険加入。通勤手当有り。

５．募集人員 若干名

６．応募方法 その他詳細については、下記電話番号までお気軽にお電話ください。

【お問合せ先】
〒９６３－７７５６
福島県田村郡三春町字南町１番地

社会福祉法人三春町社会福祉協議会 総務人事担当
電 話：０２４７－６２－８５８６

正職員・常勤臨時介護職員募集


